
香 川 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 規 約  

 

                    第一 章       名称 及び 事務 局  

第１ 条   本連 盟は 香川 県高 等学 校体 育連 盟と 称す る。 （略 称   香高 体）  

第２ 条   本連 盟の 事務 局を 会長 指定 の学 校内 に置 く。  

 

                    第二 章       目           的  

第３ 条   本連 盟は 高等 学校 に於 ける 体育 の健 全な 発達 を図 るを 以て 目的 とす る。  

 

                    第三 章       事           業  

第４ 条   本連 盟は 第３ 条の 目的 達成 の為 次の 事業 を行 なう 。  

        １  高等 学校 生徒 の諸 体育 大会 の開 催  

        ２  高等 学校 体育 に関 する 調査 研究  

        ３  其の 他本 連盟 の目 的達 成に 必要 な事 項  

 

                    第四 章       組           織  

第５ 条   本連 盟は 高等 学校 職員 生徒 を以 て組 織す る。  

第６ 条   １  本連 盟に 競技 種目 別の 専門 部を 置く ，そ の細 部は 別に 定め る。  

    ２  本連 盟に 必要 に応 じて 専門 委員 会を 置く 事が 出来 る。 その 細則 は別  

          に 定め る。  

 

                    第五 章       役           員  

第７ 条   本連 盟は 次の 役員 を置 く。  

      1 会長   １ 名   2 副 会長   若 干名   3 理事 長   １名   4 評議 員   若干  

          名   5 理事   若 干名 （内  常 務理 事   若干 名）   6 事務 局長   １ 名  

          7 事務 局次 長   若干 名   8 監 事   若干 名   9 専 門部 会長   若 干名  

          10 種 目別 競技 専門 委員 長   若干 名   11 顧 問   若 干名         

        ２  副理 事長 、専 門部 副部 会長 は特 に必 要と 認め られ た場 合に は， おく      

こと がで きる 。  



 

第８ 条   会長 ，副 会長 は校 長協 会よ り推 薦さ れ， 評議 員会 に於 て承 認す る。  

        会長 は本 連盟 を代 表し 会務 を総 括す る。  

        副会 長は 会長 を補 佐し ，会 長事 故あ ると きは ，そ の職 務を 代行 する 。  

第９ 条   評議 員は ，各 高等 学校 より 選出 され た者 にし て， 本連 盟の 会務 を審 議す  

       る。  

第 10 条  理事 は ，評 議員 会に おい て地 区毎 に選 出す る。 なお ，必 要に 応じ て会 長  

    が委 嘱す るこ とが でき る。 理事 は本 連盟 の事 業の 執行 ，な らび に会 務の 処    

理に あた る。  

第 11 条  理事 長 ，副 理事 長お よび 常務 理事 は理 事の 互選 によ り， 会長 が委 嘱す る。    

理事 長， 副理 事長 ，常 務理 事は 会務 の処 理に あた る。  

第 12 条  事務 局 長及 び事 務局 次長 は会 長が 委嘱 し， 本連 盟の 庶務 ，会 計に あた る。  

第 13 条   監事 は 評議 員会 に於 て推 せん し， 会長 が委 嘱す る。 監事 は会 計を 監査 す    

る。 監事 は理 事を 兼ね るこ とが でき ない 。  

第 14 条   顧問 は 評議 員会 に於 て推 せん し， 会長 が委 嘱す る。 顧問 は， 重要 事項 に    

関し ，会 長の 諮問 に応 ずる 。  

第 15 条   専門 部 会長 ，専 門副 部会 長は 会長 が委 嘱す る。 当該 部を 代表 し， 会務 を    

総括 する 。  

第 16 条   専門 委 員長 は会 長が 委嘱 する 。当 該部 の会 務を 処理 する 。  

第 17 条   役員 の 任期 は２ ケ年 とす る。 但し 再任 を妨 げな い。 補欠 によ って 就任 し  

       た役 員の 任期 は前 任者 の残 任期 間と する 。  

 

                    第六 章       会           議  

第 18 条   評議 員 会は 会長 が招 集し ，決 算， 事業 その 他の 重要 事項 を審 議決 定す る。  

第 19 条   会長 は 会務 の運 営上 必要 に応 じ， 理事 会， 常務 理事 会， 専門 委員 長会 を  

       招集 する こと がで きる 。  

第 20 条   緊急 な 事項 で評 議員 会を 開く 暇の ない とき は， 理事 会が 代行 し， 次の 評  

       議員 会に 報告 する 。  

第 21 条   すべ て の会 議は 構成 員の ３分 の２ 以上 の出 席者 をも って 成立 し， 議事 は    

出席 者の 過半 数を もっ て決 する 。但 し委 任状 は認 める 。  



 

                    第七 章       会           計  

第 22 条   本連 盟 の経 費は 会費 ，寄 付金 ，そ の他 の収 入を 以て これ に充 てる 。  

第 23 条   本連 盟 会計 年度 は毎 年４ 月１ 日に 始ま り， 翌年 ３月 ３１ 日に 終る 。  

 

                    第八 章       附           則  

第 24 条   本規 約 は評 議員 の議 決に よら なけ れば 変更 する こと がで きな い。  

第 25 条   本規 約 は昭 和 34 年  4 月  1 日 から 施行 する 。  

              （ 昭和 46 年  4 月 22 日   一部 改正 ）  

              （ 昭和 47 年  4 月 26 日       〃   ）  

              （ 昭和 52 年  4 月 20 日       〃   ）  

              （ 昭和 53 年  4 月 20 日       〃   ）  

              （ 昭和 54 年  4 月 18 日       〃   ）  

              （ 平成  3 年  4 月 18 日       〃   ）  

              （ 平成 20 年  4 月 18 日       〃   ）  

              （ 平成 23 年  4 月 15 日       〃   ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


